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第3回衛生工学シンポジウム

1995.11北海道大学学術交流会館

5-4 
循環型社会システムに関する研究

羽原浩史，井上楊仁 (穫建調査設計(株)) 

1. はじめに

近年のごみ問題に対する関心の高まりや処理・処分施設の用地確保の閤難さから，リサイク

ノレが再び注目を集めている。しかし，現在の自治体の行うごみ処理では受読者負担という概念

がほとんど考慮されていないため，大量生産/大量消費型社会システムにおいては手間のかか

るリサイクノレを行うよりも，ごみとして排出する方を選択するといったことがまま見受けられ，

注目度の割にはリサイクルが進展していないのが現状である。こうした問題に対応するため，

平成 3年10月には「再生資源、の利用の促進に関する法捧(リサイクル法)Jが施行され，また

平成4年 7月には f廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)Jが改正された。さ

らに，今年 6月には「蓉器包装に係る分別収集及び待部品化の促進に関する法律(容器包装リ

サイクノレ法)Jが成立するなど，循環型社会システムの構築に向けての構造的な整備が順次進

められてきた。

しかし，循環型社会システムを構築し，定著させていくためには，構造的な整備だけにとど

まらず，ごみ処理事業自体を経済システムに組み込んでいく対応も必要である。つまり，ごみ

処理費用の受益者負担と資源の街環の捕には密接な関係があるといわれており，ごみ処理の有

料佑の検討が必要不可欠であると考えられる。

本報では，我が閣のごみ処理事業(主に家庭から排出される家庭系ごみ)を取り上げ，ごみ

の有料化の目的・範閉を整理し，ごみ処理事業と同様に公衆衛生事業である下水道の使用料金

との比較からごみ処理費用の受益者負担額について検討した。また，その徴収方法を検討し，

有料化と減量化の関係の解析を試みた。

2. 有料化の目的

従来，自治体の中には指定袋やシーノレなどを販売するだけでも「有料化j としてきたところ

もあるが，本報で検討する有料化とは，原則としてごみ処理費用の一部または全部を受益者負

担とすることをいうものとじた。

ごみ処理費用の有料化を行う自的は，①リサイクノレを推進するため，②分別を効果的にする

ため，@ごみ処理コストの増大に対応するため，の 3つがある。

①②はごみ排出量の減量化を自指したもので，中間処理の負強軽減，最終処分場の延命に効

果がある。また，@はごみの排出量の増加，ごみ処理施設の高度化による施設建設費・維持管

理費の高騰，都市化の進展に伴う最終処分場の遠距離化による収集輸送コストの増大などの理

由によって，自治体の負担するごみ処理費用は増大の一途をたどっているため，それに対応す

るため受益者負担を求めるものである。

3. 有料化の範囲

ごみ処理事業は，公衆衛生の保全という公的サービスの一面と暮らしのゆとりから発生した

ごみの処理や経済活動によって発生したごみ(以下，事業系ごみという)の処理といった私的

サービスの一部を持っている。従って，家庭系ごみのごみ処理費の有料化を考える場合には，

公的サービスと私的サービスの区分を行い，私的サービスの部分には有料化を行いごみ処理費
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公的サービスと私的サービス

家庭甚ごみ

用を徴収していくことが考えられる。これらのことを考麗して，

の区分方法の検討を行った(図 1参照)。

(1)家庭系と事業系の区分

家庭系ごみは，公衆衛生の保全上か

ら全て公的サービスとして処理する。

これ

日控旦4

私的サービス

ご
み
の
先
生
盆

しかし，事業系ごみについては，

を喜治i体が処理・処分することは，本

来企業が負担すlベきごみ処理費用を自

治体が負担することになるため私的サ

ービスとみなすことができる。従っ

て，ごみの有料化を考える場合には，

まず事業系ごみに対してごみの処理・

処分コストの実費棺詣額を存料化して
ごみの1&分による有斜化の範悶

いく必要がある。

(2)紋集するごみの種類別(可燃、不燃、資源、粗大等)による区分

家寵系ごみも，その全てが臼常生活に伴って発生するごみ(以下，生活ごみという)

なく，全てを公共サ…ピスで賄うことは多量のごみを排出する住民と減量化に積極的な住民

の聞でサービスの不公平化が起こる。例えば，粗大ごみ等は、私的サービスである商が大き

いとしてその他のごみに先がけて有料化を行うことが考えられる(実際に粗大ごみの有料化

では

限1

を行っている自治体は多い)。

資源ごみは，基本的には最終処分にごみは流れないことや住民が減最化に努めることを啓

発するために宥料化を行うべきではなく，可燃ごみ，不燃ごみについては，受益者負担の原

則に基づいて，ごみ処理費用や排出量に応じた住民負担額そ設定していく必要がある。

(3)収集するごみ量による底分

自治体が公共サーピスとして行う家寵系ごみの収集・処理・処分は、生活ごみについてで

あり，それ以外のごみについて処理を行うのは私的サービスという考え方の一つである。

例えば，ステ…ション方式の収集では、家庭系ごみとその中に揖入する小規模事業者から

の事業系ごみを区別することは難しい。そこで、一定量以上のごみは生活ごみ以外であると

して，排出量に応じて有料で収集し処理をする。

厚生省では rごみの減量化・再生利用対策の推進について(中間報告)J (平成4年S
)l) の中で，排出抑制の詩標値として家庭系ごみでは，平成12年度において排出量の予測値

に対して25%削減するとしている。例えば，この減量呂標値を参考に排出量の75%を生活ご

み最として設定する考え方もある。

立法雄2援護
4. 住民負担額の設定方法

有料化の範閤に基づいて，ごみ処理費用の住民負祖

額の検討を行った。事例として取り上げる自治体の概

要を表 1に示す。

(1)住民負担額の検討方法と検討ケース

住民負担金額は，収集ごみ量・ごみ処理施設等の

施設費や維持管理費等の各自治体の実績髄に基づい

下水道使用料の設定方法を参考にして検討し
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た。また，各自治体の下水道使用料は汚水排水量計画艦 (350LI人113に設定)より求めた。

ただし，今回の検討では，ごみの処理費用は単純に排出量に比例して算出している。

検討ケースは，施設費と維持管理費を考慮し，描設費に対する住民負担額の違いによって

以下の 3ケースについて検討を行った。

① Case. 1 施設費 十維持管理費

@ Case.2 施設費の1/2 + 維持管理費 (下水道使用料の設定方法に準拠)
③ Case.3 維持管理費

(2)下水道使用料の設定方法に準拠した住民負担額と下水道使用料との比較

下水道使用料の設定方法に準拠したCase.2の場合、下水道使用料とごみ処理費用は間程度

の受益者負担となるととが分かる(表 2，資源ごみの有料化 Yes・公的負担;無)。しか

し，下水道使用料とごみ処理費

用ではその受益者負担額の算出

方法が異なる o これはごみの収

集方法(ステーションi収集)に

由来している。

下水道使用料の場合はj 使用

料体系として基本使用料と累進

使用料制を導入している自治体が多い。ごみ処理の場合，我が園では主にステーション収集

を行っているため下水道使用量のように正確なごみの排出量を計慨することは難しい。その

ため，現在家庭系ごみの有料化を導入している自治体においても 2段階の料金制度(一定

量以上有料を含む)はあるが，下水道使用量のように多段階に分鶴されている例はない。

この検討結果より，受益者負担額の設定方法は多少異なるが，下水道使用料金並の住民負

担額で現状のごみ処理サ…ピスを行うことが可能であるといえる。

(3)ごみ量による住民負担額の検討

厚生省の減量闘標値を参考に，現在のごみ収集量の75%を公的サ…ピスと私的サ…ピスの

境界として設定した。なお，ここでいう中間処理には資源選別施設は含まない

検討結果は表 2中の f公的負担;有Jのようになり，自治体Bのように資糠ごみの分別収

集を行いー，さらに資糠化に向けて努力した住民は，ほぽごみ処理費用が無料になることを意

味している。

(4)ごみ種別の住毘負担額の検討

収集ごみ種別のごみ処理費用の検討結果を表 3に示す。

前自治体ともに，収集量の多い可燃ごみの住民負担額が最も高い。資源ごみの分別を行っ

ていない自治体Aと資源ごみの議立ニよ

収集を積極的に進めている自治l収集ご

体Bでは，不燃ごみに対する住

民負担額に大きな影響をもたら

すことが分かる。

表 3-2の資源ごみは，ごみの

減量化を促すため有料化を行わ

ず，それ以外のごみについて有

料化を行ったとき、資源ごみの

分別により住毘負担額が減少するという経済的メリットが認められる。すなわち，有料化に
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よるごみの減最化が期待できるといえる。

5.住民負担金の徴収方法

ごみ処理の住民負担金の徴収方法には，大別して定額制と従量制の 2種類がある。その両者

の特徴を比較検討し，今後家庭系ごみの有料化を行う場合の徴収方法を検討する。

(1)窓額制による徴収

定額制によるごみ処理料金の特徴は，料金を徴収するときの簡便さにある。そのため，有

料化のためにかかる事務処理等の負担が少ない。また，ごみ処理事業を経営的視点で見れば

受益者負担による収入が安定しているという特徴がある。しかし，ごみの排出量に関係なく

一律の料金であるため，ごみの減量化に対する意識はあまり働かないと考えられ，最終処分

場の延命などの効果はあまり期待できないと考えられる。

(2)従量制による徴収方法

従量制によるごみ処理料金の特徴は，ごみの排出量に応じて負担するという料金負担の公

平性にある。特に，ごみ処理事業のような公的サ…ピスの一面を持つ事業では，受益者に対

してそのサービスに応じた公平な負祖を求める必要がある。従って，従量制による徴収はご

みの有料化に適当な方法であるといえる。しかし，この方法はごみ処理費用の徴収に難しさ

があり，そのため事務処理が従量制と比較すると接雑になる。

従量制によるごみ処理料金の設定方法には次の 2ケースが考えられる。

1)容積に比例する設定方法

従量制による料金の設定をごみの容積に比例させる方法である。袋指定・処理シールに

よって徴収する方法が一般的である。従量制による有料化を行っている自治体ではこの方

法を採用しているところが多い。

袋指症による収集の場合，下水道事業のように多段階に料金を設定する累進使用料制の

導入は難しい。しかし，一定量までは低価格で販売しそれ以上は高額になる方法や一定量

までは無料でそれ以上は有料にするといった方法で，ニ段措の料金設定を行っている自治

体もある。

2)重量に比例する設定方法

従量制による料金の設定をごみの重量に比例させる方法であり，一窟重量以上は有料と

いう方式でこの方法を採用している自治体もある。この方法は，現世のステーション収集

では活用が難しく，幅広く住民に普及させるにはごみの重量の計謝など，現段階では技締

的な問題がある。

以上の徴収方法を比較検討すると，家庭系ごみの有料化に適しているのは I容積に比例する

従量制}と考えられる。その理由としては，①有料化を行う際の導入が容易であること，②減

量化に対する経済的なメリットを住民が得られること，③半透明袋を指定するなどによって収

集時の分別率向上や収集作業の安全性の確保が可能であること，@最終処分場の延命化には容

積が寄与すること，等が挙げられる。

6. 有料化と減量化の関連性

ごみの減量化を目的として有料化を導入する場合でも，居住環境上から自家処理が留難な住

民の減量効果は期待できず，自家処理ができる住民と難しい住民との間でサービスの公平性を

保つことができない。

比較的容易に患家処理ができる可燃ごみについて考えると，住民にできる自家処理としては
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厨芥の水切りやコンポスト化，ディスポーザの使用，自家焼却等が考えられる。しかし，ディ

スポーザはその排水の処理や装置の健頼性，装置の価格等に開題があり，一般家庭に普及させ

るのは現段階では問題がある。また，自家焼却は汚染源の分散につながる可能性があり，環境

への影響を考えると積極的に普及させることは好ましくない。従って，現段階では自家処理に

期待した場合でも厨芥の水切りやコンポスト化以外の可燃ごみの減量化は難しいと考えるべき

である。

このため，家薩系ごみを有料化する場合はまず資源、ごみの叡集を行い，資源ごみは無料にす

るといった対策が必要である(函 2参照j 。資源、ごみの分別はどの住民でも実行でき，自治体

( 宮家焼却 ) 
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から見れば収集量こそ変わらないが，ごみの処理・処分量はかなり減少するという利点がある。

容器包装リサイクノレ法の成立により、自治体が眼集する資源ごみの種類の増加が期待できるこ

とから、住民は有料ごみをより一層減らすことが可能となると考えられる。

一方，資源ごみの分別のみを行い，その他のごみの有料化を行わない場合は，分別率の低下

の問題が残る。住民の協力を求めるのみでは，資源、の一部がその他のごみに漉入することがさ

けられない。また，分別率の低下は中関処理によるごみの安定化・減量化の妨げになったり，

収集作業にも支障をきた

すことがある。このた

め，指定袋に半透明袋を

導入して分別率の向上-

q又集作業の安全化を図っ

ている例や，住民の利便

性のために，スーパ一等

の袋をそのまま使用でき

る処理シールの販売によ

る有料化を行っていると

ころもある。

これらのことから，ご

みの減量化は，有料化と

く④

図3 資源化と有料化の湾入I1頂序
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資源の分別収集の両方を行ってこそ効果が上がるものであるといえ，導入の順序は，資源ごみ

の分別収集を最初に行い，そのシステムを普及させた後，その他の家寵系ごみの有料化をする

方法が適当とl考えられる(図 3参照)。また，家康系ごみの有料化を行う場合でも，収集する

ごみ穫によってごみ処理の負担は異なるので，それらに応じて、ごみ処理費の一部または全部

を負担してもらうような有料化を行うという方法もある。

7. おわりに

容器包装日サイクノレ法の成立によって，資源ごみの循環部分の構渚については内部経済シス

テムとして形成されつつある。このシステムをより効果的に活用していくためには，ごみ処理

費用の有料化を行い，ごみ処理事業を経済システムに組み込んでいくことが必要である。

有料化を行う際の問題点としては，家臆でのごみの排出抑制の選択肢が少ないことがある。

現夜，我が聞で有効に機能しているものとしては厨芥のコンポスト化があるが，この処理方法

は活用できる住民を限定してしまう。また，自家焼却ば汚染源の分散の問題から自治体で積極

的に導入を勧めることは好ましくない。ディスポーザは，集合住宅のようなコンポスト化や自

家焼却の難しい住宅にも設置が可能で，すべての住民が容易に減量化に取り組むことができる

が，まだ技術的に解決すべき陪題も多い。しかし，家庭ごみを簡単に減量化できるという利点

を持っているので今後の技術開発に期待したい。

本報では， ~民られたヂータに基づいて，ごみ処理の有料化を行った場合の住民負担額を試算

し，その徴収方法や有料化と減量化の関係を解析したにとどまったが，今後は，①上水道など

も含めた飽の公共サ…ピス料金との比較研究，@有料化に伴う住民との合意形成手法の研究，

@重量計測可能なごみの排出方法や収集方法研究等が必要と考えられる。
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